
第１１１号議案 

   足立区立学校設置条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１５年１２月１日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区立学校設置条例の一部を改正する条例 

 足立区立学校設置条例（昭和３９年足立区条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表の１小学校の部同千寿第三小学校の項を次のように改める。 

  同千寿双葉小学校 同千住桜木二丁目２番１号 

 別表の１小学校の部同元宿小学校の項を削る。 

   付 則 

 この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 区立小学校を統廃合する必要があるので、この条例案を提出いたしま

す。 

 


